
市外に在住（宜野湾市内の事業所に勤務）する方へ 

 

他市町村在住で宜野湾市内に通勤されている方も、利用カードの作成ができます。 

 

 

利用者カード作成時の必要書類 

1．本人確認のできる証明書（免許証・保険証等） 

2．「勤務証明書」（この様式又は勤務先の様式でも可） 

3．「宜野湾市民図書館利用申込書（個人用）」 

 

 

※登録者本人の連絡先で連絡がとれない場合は勤務先へ連絡を差し上げる場合があります。 

※利用者カードの有効期限は年度末 3月 31日までです。 

有効期限の切れた利用者カードは、再度勤務証明書の提出等お手続きが必要となります。 

 

 

お問い合わせ先：宜野湾市民図書館 TEL098-897-4646 

 

-------------------------切り取り線----------------------------- 

勤 務 証 明 書 

 

氏 名 
 

住 所 
〒 

電話番号  

 

上記の者は、当事業所において勤務していることを証明します。 

令和    年    月    日（有効期限：勤務証明日から３か月以内） 

 

 

事業所の名称                                                          

勤務先の住所 〒 

宜野湾市                                           

電 話 番 号                                                                        

印 
（法人印） 


